
「さむかわ元気プラン第３期計画（案）」パブリックコメント実施結果報告書 

 

 

平成２０年度から２９年度までとしていた「さむかわ元気プラン」の計画期間を、町の 

総合計画「さむかわ２０２０プラン」との整合性を図るため、平成３２年度まで３年間延 

長した、「さむかわ元気プラン第３期計画」の策定作業を進めています。 

「さむかわ元気プラン第３期計画（案）」について、パブリックコメント（町民意見の 

公募）を実施した結果は、次のとおりです。 

 

 

  

【意見の募集期間】平成２９年１２月１８日（月）～平成３０年１月１７日（水） 

 

【配布閲覧場所】 町役場１階ロビー、健康・スポーツ課、健康管理センター、 

北部・南部文化福祉会館、町民センター、同センター分室、 

寒川総合図書館、寒川総合体育館、町ホームページ 

 

【意見提出】   ２名 ２件 

 

【この結果は、次の場所でご覧いただけます】 

         町役場１階ロビー、健康・スポーツ課、健康管理センター、 

北部・南部文化福祉会館、町民センター、同センター分室、 

寒川総合図書館、寒川総合体育館 

また、町ホームページでも閲覧することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】寒川町健康子ども部健康・スポーツ課 健康づくり担当 

       TEL 0467-74-1111 内線 261 FAX 0467-74-9141 

       メール kenkou@town.samukawa.kanagawa.jp 

 



区分 № ご意見 町の考え方・対応 

総論 

１章 

１ この計画の中で気になったのが、第 1

部総論、3ページにある計画の趣旨と位

置づけにある、町の個別計画との整合を

図るという部分についてです。 

各計画と元気プランを図で表してい

るのですが、元気プランの左側に「連携」

として、国民健康保険データヘルス計

画、右側に「関連」として、みんなの地

域福祉つながりプランなど 5 つの個別

計画がまとめて表記されているところ

が、他の計画に無い区別の仕方になって

いて、その部分で他の計画との整合が取

れていないように感じます。 

 どの計画も、元気プランでいう町民の

「ライフステージ」ごとに合わせて必要

なことなので、元気プランと連携してい

くものではないかと思います。 

 左右に分けて区別されている計画を、

一つにまとめることはできないでしょ

うか。 

 

元気プラン（案）と寒川町国民健康保険

データヘルス計画特定健康診査等実施計画

（以下「データヘルス計画」という。）は、

両計画とも健康寿命の延伸、健康増進、生

活習慣の改善を計画中に明記し、目指す姿

が共通しています。また、特定健康診査及

びがん検診の受診率向上のため、連携した

事業展開を図るなど、他の計画より元気プ

ランとの結びつきが強いものと捉え連携と

関連という表現にしていました。 

ご意見のとおり、他の計画との整合や元

気プラン、データヘルス計画、その他の計

画は、連携を図りながら推進していくもの

です。「連携」「関連」の言葉で区別するこ

となく、すべて「連携」として右側にまと

めた表記に変更いたします。 

 

総論 

３章 

２ 

 

案を推進するために、①自分②家庭③

地域④団体⑤行政の各連携と協働をし

て、各ライフステージ毎で行動する内容

を提示しています。 

 私も高齢者です。高齢者が健康で、で

きるだけ家庭・地域で生活できるように

なることが大事だと思います。 

 そのために③地域④団体⑤行政は、ど

のような活動をしているのかを高齢者

に周知し、参加しやすい工夫を考えてほ

しいです。 

 月に１回自治会の回覧板が回ります。

老人クラブの加入率を 30％にするため

にも、各案内パンフのうち、「高齢者向

 高齢者向けの行事や講座のパンフレッ

ト、チラシ等を作成する際には、地域、団

体、行政などが担う役割や活動内容がわか

りやすく情報提供できるよう努めてまいり

ます。また、高齢者向けのものであればそ

のことが伝わるよう工夫してまいります。 

 民生委員の活動につきましては、毎年 5

月の活動強化週間で街頭キャンペーンを実

施し、民生委員自身が活動のお知らせをし

ています。また、平成 29年 5月号の広報さ

むかわで特集を組み、民生委員の顔や活動

内容をお知らせしました。その中で、地域

とのつながりを持つために、自治会で実施

する防災訓練に参加したり、社会福祉協議



けです」とはっきり明示してはいかがで

すか。 

 近所の高齢者世帯（一人暮らし）の状

況等を知ることは、何かのきっかけでも

ない限り難しいです。 

 私は、民生委員の方は、どの方で、ど

の地区を担当されているのかもほとん

ど知りません。民生委員さんに気楽に知

らせたりできるご近所づくりを、行政が

支援する工夫を考えても良いのではな

いかと思います。 

 例えば、各地区担当の民生委員さんの

氏名、顔写真、連絡先を各自治会別に回

覧できるようにするのも工夫の一つで

す。 

 

会と協力して高齢者のサロンを開催してい

ることなどを紹介しております。 

なお、民生委員の氏名、顔写真、連絡先

を各自治会別に回覧する事はトラブルに発

展する懸念があるため、難しい状況です。

町民から相談があった場合には、福祉課総

務担当から各地区担当の民生委員へつなげ

てまいります。 

 

 








